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聴覚障害 

＜2級＞ 

 2 級の聴覚障害者は、両耳の聴力をほとんど喪失した状態にあるため、コミュニケーションにおいて

音声言語を使用することがほぼ不可能になる。従って、聴覚以外の代替手段を用いることが必須となる

が、企業から寄せられた配慮内容に関する回答でも、手話や口話、筆談による意思伝達、手話通訳者の

配置、手話サークルの開設といった、音声言語の使用の困難性に対する配慮が、レクリエーション、ミ

ーティング、懇親会への参加など、対人関係に関わる配慮と並んで多い。また、管理職や職員に手話教

室や講習会への参加を奨励している企業もある。 

 教育・訓練に関しては、先輩や上司によるマンツーマン指導という方法をとっている企業が多く、手

話による指導を実施している事業所もある。 

 その他、異常警報、呼び出し、作業指示、始業・終業・休憩のチャイム等、通常音声によって行われ

ている情報伝達をパトライトやランプあるいは OHP やホワイトボードを設置して目で確認できるように

変更したり、職場や寮や休憩室等の各所にファックスを設置するといった回答も多い。 

 

＜3 級＞ 

 3 級の聴覚障害者は、完全に聴力を喪失している状態ではなく、耳元で大声で話す会話であればある

程度理解できる。しかし、補聴器を使用しても通常の距離での会話の理解には困難を伴う場合が多いた

め、企業から寄せられた配慮内容に関する回答でも、口話や手話、筆談、身ぶり等による意思伝達とい

った、音声言語の代替手段に関する配慮をあげたものが多い。 

 教育・訓練に関しては、事務職の場合は一般健常者と区別なく OJT（On The Job Training の略。仕

事に即した教育、仕事上での教育訓練のこと）によって行われている場合が多い。また、技能工・生産

工の場合はマンツーマン指導も多く、専任の指導員や手話通訳者を介した指導を行っている事業所も散

見される。 

 

＜4 級、6級＞ 

 4 級及び 6 級の聴覚障害者は、補聴器を使用すればほとんどの会話が理解できるため、2 級や 3 級の

聴覚障害者の場合のような音声言語の代替手段に関するものは殆ど見られず、コミュニケーション、教

育訓練・管理職及び職員の教育・啓蒙、家族との連携といった一般的な配慮が大部分である。 
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